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第１章 計画策定にあたって

第１節 計画策定の趣旨

総務省統計局の人口推計によれば、平成 26 年９月 1 日の我が国の総人口は 1 億

2,704 万人と前年同月に比べ約 22 万人減少しており、今後、急速に人口が減少する

と見込まれるなか「団塊の世代」の高齢化に伴い、高齢者人口は増加し、少子化の進

行と相まって、平成 37（2025）年には 65 歳以上の高齢者人口は 3,657 万人とな

り、高齢化率は 30％を超えると見込まれています。

こうした高齢化の進展に伴う要介護者の増加や核家族化の進行など、要介護者を支

えてきた家族をめぐる状況の変化に対応するため、社会全体で高齢者介護を支える仕

組みとして、平成 12 年に介護保険制度が創設されて以来、15 年が経過します。

この間の介護保険法の改正により、平成 18 年度には予防重視型システムへの転換

や地域密着型サービスの導入、地域包括支援センターの創設などが行われたほか、平

成 24 年度には、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住

まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に

向け、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等新たなサービス体系の導入等が進められ

てきたところです。

本市におきましても「地域包括ケアシステム」の構築を目指し、「第 5 期吉野川市

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、高齢者の保健・福祉にかかわる

各種サービスの総合的な提供に努めてきました。

このような中、平成 26 年６月には、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための

改革の推進に関する法律」（平成 25 年 12 月施行）に基づき、効率的かつ質の高い医

療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築を目的とする「地域における医療及

び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立した

ことにより、介護保険法が大きく改正されることから、第５期で開始した地域包括ケ

ア実現のための方向性を継承しつつ、在宅医療介護連携等の取り組みを本格化し、

2025（平成 37）年までの中長期的な視野に立った新たな計画を策定することとしま

す。
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第２節 計画の位置づけ

本計画は、「吉野川市総合計画後期基本計画」を上位計画とし、団塊の世代が後期

高齢者となり、高齢化が本格化する平成 37 年を見据えた対応を進めるために、第 5

期で開始した地域包括ケアシステムの実現のための方向性を継承しつつ、在宅医療介

護連携等の取り組みを本格化させ、平成 37 年までの中長期的な視野に立った施策の

展開を図る計画という位置づけを有しています。

第３節 計画の法的根拠

本計画は、老人福祉法第 20 条の 8 第 1 項に基づき策定することとなる「市町村老

人福祉計画」と、介護保険法第 117 条第 1 項の規定に基づき策定する「市町村介護

保険事業計画」の二つの計画を、老人福祉法第 20 条の 8 第 7 項及び介護保険法第

117 条第 6 項の規定に基づき、一体的に策定していくことになります。

第４節 計画の期間

本計画期間は、平成 27（2015）～平成 29 年（2017）年度までの 3 年間の計

画として策定します。

▲団塊世代が 65 歳に ▲団塊世代が 75 歳に

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(H31)

2020

(H32)

2021

(H33)

2022

(H34)

2023

(H35)

2024

(H36)

2025

(H37)

2026

(H38)

第６期
（2015～2017）

2025 年度（平成 37 年度）の見通しを立てて取り組む計画

第７期
（2018～2020）

第８期
（2021～2023）

第９期
（2024～2026）
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第５節 計画策定の体制

（１）策定体制

「吉野川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱」に基づき、

学識経験者や各種団体役員、保健・医療・福祉の関係者の他に、公募した第1号被保

険者・第2号被保険者の方からなる「吉野川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画策定委員会」を開催し、平成26年7月から平成27年2月まで計4回の審議を行い、

本計画を策定しました。

（２）日常生活圏域ニーズ調査の実施

地域の課題や多様なニーズを的確に把握するため、国が示した日常生活圏域ニーズ

調査を実施しました。

①調査の概要

対象者
平成 26 年６月１日現在、吉野川市にお住まいの 65 歳以上の方 3,000 名

（要介護 3～5 の方は除く）

実施

期間
平成 26 年 7 月 24 日（木）～平成 26 年８月 26 日（火）

実施

方法
郵送配布、郵送回収

配布数 回収数 回収率

3,000 件 2,277 件 75.9％
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②調査結果について（抜粋）

ア）世帯構成について

世帯構成は、全体の 18.8％が一人暮らしとなっており、性別にみると、男性より女

性の方に割合が高く、特に「75 歳以上」の女性の 20％以上が一人暮らしとなってい

ます。

認定・該当状況別にみると、要支援に該当する方の一人暮らしの割合が 29.9％とな

っており、他の認定・該当状況に比べて約 2 倍高くなっています。

18.8%

11.4%

12.1%

9.7%

10.9%

8.4%

15.5%

22.8%

16.3%

18.7%

21.7%

28.7%

23.7%

22.4%

34.4%

32.9%

42.4%

41.1%

34.4%

22.4%

15.7%

30.7%

25.3%

22.6%

12.8%
3.6%

7.7%
4.0%

2.9%

4.8%

3.9%

0.6%

7.5%

9.7%

8.4%
5.6%

11.1%

11.3%

10.1%

39.5%

38.6%

48.0%

34.5%

33.3%

37.0%

38.5%

40.2%

42.3%

43.9%

35.7%

34.3%

44.1%

6.5%

4.2%

2.4%

3.1%

6.5%

9.3%

7.7%
1.4%

2.5%

3.0%

9.3%

14.1%

5.1%

7.4%

4.0%

6.1%

7.8%

13.0%

6.8%

3.9%

0.9%

4.0%

6.0%

3.6%

4.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=2,277)

全体(n=802)

65-69歳(n=171)

70-74歳(n=164)

75-79歳(n=129)

80-84歳(n=151)

85歳以上(n=160)

全体(n=1,473)

65-69歳(n=214)

70-74歳(n=195)

75-79歳(n=240)

80-84歳(n=338)

85歳以上(n=467)

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし

同居（三人以上） その他 不明

男
性

女
性

15.7%

14.2%

29.9%

16.8%

31.3%

29.8%

15.4%

11.4%

5.6%

7.2%

9.1%

9.6%

43.1%

43.1%

35.8%

35.9%

0.6%

1.5%

3.9%

20.9%

3.8%

4.2%

6.0%

5.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一般高齢者（二次予防非該当）

(n=723)

一般高齢者（二次予防該当）

(n=473)

要支援(n=519)

要介護(n=560)

一人暮らし 配偶者と二人暮らし 配偶者以外と二人暮らし

同居（三人以上） その他 不明

認
定
・
該
当
状
況
別
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イ）介護・介助の状況と主な原因

介護・介助を必要としている方が全体の 45.4％となっており、性別年齢別でみると、

すべての年代で男性よりも女性に介護・介助を必要とする割合が高く、また、男性・

女性ともに年齢が上がるにつれて割合は高くなっており、「85 歳以上」では男性では

65.2％、女性では 75.6％の方が介護・介助を必要としています。介護・介助を必要

としている方の割合をみると、世帯構成別では、「一人暮らし」が他の世帯構成に比べ

て高く、54.0％となっています。

「介護が必要」と答えた方の介護が必要となった主な原因については「高齢による

衰弱」が全体の約 3 割を占めており、次いで、「骨折・転倒」、「認知症（アルツハイ

マー病等）」となっています。さらに認定・該当状況別にみると、「要介護」では「認

知症（アルツハイマー病等）」の割合が他に比べて 20％前後高くなっています。

44.3%

53.6%

75.7%

72.1%

51.9%

37.7%

27.3%

39.3%

81.4%

67.7%

44.3%

27.2%

14.7%

36.9%

58.7%

42.9%

48.5%

8.4%

6.3%

2.3%

4.8%

11.6%
4.5%

9.3%

9.4%
2.8%

7.1%

10.6%

14.3%

9.2%

10.3%

7.6%

10.3%

8.6%

37.0%

28.4%

6.9%

12.1%

24.0%

44.8%

55.9%

41.6%

8.4%

15.7%

30.2%

51.0%

66.4%

43.7%

24.7%

38.9%

34.6%

10.4%

11.8%

15.0%

10.9%

12.4%

13.0%

7.5%

9.7%

7.4%

9.6%

14.9%

7.5%

9.7%

9.1%

9.0%

8.0%

8.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=2,277)

全体(n=802)

65-69歳(n=171)

70-74歳(n=164)

75-79歳(n=129)

80-84歳(n=151)

85歳以上(n=160)

全体(n=1,473)

65-69歳(n=214)

70-74歳(n=195)

75-79歳(n=240)

80-84歳(n=338)

85歳以上(n=467)

一人暮らし(n=428)

配偶者と二人暮らし(n=511)

配偶者以外と二人暮らし(n=175)

同居（三人以上）(n=899)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護・介助を受けている

無回答

男
性

女
性

世
帯
構
成
別
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全体（n=1,033) 一般高齢者（二次予防非該当）(n=41)

一般高齢者（二次予防該当）(n=125) 要支援(n=381)

要介護(n=484)
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ウ）現在の暮らしの経済状況

現在の暮らしの経済状況を“苦しい”と答えた方の割合は全体では 64.0％となって

いますが、性別、認定・該当状況別、世帯構成別のいずれでも“苦しい”と答えた方

の割合の方が“ゆとりがある”と答えた方の割合よりも高くなっています。また、「一

般高齢者（二次予防該当）」で“苦しい”と答えた方の割合が 70％以上を占めていま

す。

23.0%

22.1%

31.2%

21.8%

26.4%

16.9%

14.3%

23.2%

25.1%

28.3%
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32.1%

3.2%

3.1%

2.9%

4.2%

0.8%

1.3%

5.6%

3.3%

1.9%

2.5%

1.3%

3.6%

5.0%

6.5%

6.5%

5.2%

8.5%

4.7%

6.5%

7.5%

6.5%

2.3%

3.5%

6.8%

9.9%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=2,277)

全体(n=802)

65-69歳(n=171)

70-74歳(n=164)

75-79歳(n=129)

80-84歳(n=151)

85歳以上(n=160)

全体(n=1,473)

65-69歳(n=214)

70-74歳(n=195)

75-79歳(n=240)

80-84歳(n=338)

85歳以上(n=467)

苦しい やや苦しい ややゆとりがある ゆとりがある 無回答

男
性

女
性

29.9%

19.6%

28.0%

20.8%

21.0%

29.0%

20.0%

23.2%

39.5%

45.8%

38.9%

41.5%

41.9%

41.6%

40.3%

40.0%

21.3%

27.4%

22.3%

29.6%

27.0%

23.7%

29.7%

24.6%

3.3%

2.3%

2.3%

3.7%

3.9%

1.7%

3.3%

3.4%

6.1%

4.9%

8.6%

4.4%

6.2%

4.0%

6.7%

8.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一人暮らし(n=428)

配偶者と二人暮らし(n=511)

配偶者以外と二人暮らし(n=175)

同居（三人以上）(n=899)

一般高齢者（二次予防非該当）

(n=723)

一般高齢者（二次予防該当）

(n=473)

要支援(n=519)

要介護(n=560)

苦しい やや苦しい ややゆとりがある ゆとりがある 無回答

世
帯
構
成
別

認
定
・
該
当
状
況
別
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エ）健康感

“健康感の高い方”は全体の 54.1％を占めており、約半数となっており、男性より

女性に若干多くなっています。世帯構成別にみると、「一人暮らし」が他の世帯構成に

比べて“健康感の低い方”の割合が高く、認定・該当状況別にみると、介護レベルが

高くなるにつれて“健康感の低い方”が多くなっています。

4.7%

5.2%

8.7%

6.7%

5.4%

3.2%

1.9%

4.4%

8.4%

9.1%

6.0%

2.4%

1.3%

49.4%

50.4%

57.8%

59.4%

48.8%

37.7%

46.6%

49.0%

66.5%

63.1%

43.0%

42.1%

43.1%

23.8%

20.8%

19.1%

17.6%

21.7%

22.1%

24.2%

25.6%

16.3%

11.6%

26.4%

30.4%

31.7%

14.7%

14.3%

8.7%

10.3%

15.5%

23.4%

14.9%

14.8%

6.5%

12.6%

15.3%

17.6%

17.2%

7.3%

9.2%

5.8%

6.1%

8.5%

13.6%

12.4%

6.2%

2.3%

3.5%

9.4%

7.5%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=2,277)

全体(n=802)

65-69歳(n=171)

70-74歳(n=164)

75-79歳(n=129)

80-84歳(n=151)

85歳以上(n=160)

全体(n=1,473)

65-69歳(n=214)

70-74歳(n=195)

75-79歳(n=240)

80-84歳(n=338)

85歳以上(n=467)

とても健康 まあまあ健康 あまり健康でない 健康でない 無回答

男
性

女
性

4.4%

5.9%

3.4%

4.9%

11.1%

3.2%

1.2%

1.1%

43.7%

54.8%

54.9%

52.4%

70.1%

52.0%

37.2%

31.8%

27.8%

20.2%

23.4%

23.2%

10.0%

26.4%

32.4%

31.8%

15.9%

14.9%

13.1%

14.6%

3.2%

12.5%

20.8%

25.7%

8.2%

4.3%

5.1%

4.9%

5.7%

5.9%

8.5%

9.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一人暮らし(n=428)

配偶者と二人暮らし(n=511)

配偶者以外と二人暮らし(n=175)

同居（三人以上）(n=899)

一般高齢者（二次予防非該当）

(n=723)

一般高齢者（二次予防該当）

(n=473)

要支援(n=519)

要介護(n=560)

とても健康 まあまあ健康 あまり健康でない 健康でない 無回答

世
帯
構
成
別

認
定
・
該
当
状
況
別
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オ）通院状況

通院状況は、全体の 84.2％が通院している状況であり、男性・女性ともに「70 歳

以上」では約 80％～90％の割合を占めています。また、世帯構成別でみると、いず

れも約 85％～90％の方が通院しており、認定・該当状況別でみると、「一般高齢者（二

次予防非該当）」が他の認定・該当状況に比べて 10％前後通院率が低くなっています。

84.2%

79.9%

66.5%

81.2%

86.0%

83.1%

85.1%

86.6%

76.7%

86.9%

85.1%

90.7%

88.7%

10.1%

13.0%

27.2%

12.1%

10.9%

7.1%
6.2%

8.5%

20.9%

8.6%
6.4%

4.5%

6.7%

5.7%

7.0%

6.4%

6.7%

3.1%

9.7%

8.7%

4.9%

2.3%

4.5%

8.5%

4.8%

4.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(n=2,277)

全体(n=802)

65-69歳(n=171)

70-74歳(n=164)

75-79歳(n=129)

80-84歳(n=151)

85歳以上(n=160)

全体(n=1,473)

65-69歳(n=214)

70-74歳(n=195)

75-79歳(n=240)

80-84歳(n=338)

85歳以上(n=467)

通院している 通院していない 無回答

男
性

女
性

88.1%

85.9%

86.9%

85.2%

77.6%

85.8%

92.1%

83.9%

5.4%

11.0%

10.3%

10.8%

17.0%

10.1%

1.9%

8.8%

6.5%

3.1%

2.9%

4.0%

5.4%

4.0%

6.0%

7.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一人暮らし(n=428)

配偶者と二人暮らし(n=511)

配偶者以外と二人暮らし(n=175)

同居（三人以上）(n=899)

一般高齢者（二次予防非該当）

(n=723)

一般高齢者（二次予防該当）

(n=473)

要支援(n=519)

要介護(n=560)

通院している 通院していない 無回答

世
帯
構
成
別

認
定
・
該
当
状
況
別
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カ）現在治療中、または後遺症のある疾病

現在治療中、または後遺症のある疾病についてたずねると、全体では「高血圧」が

46.5％で最も高く、次いで、「目の病気」23.5％、「筋骨格の病気（骨粗しょう症、

関節症等）」20.3％となっています。

46.5%

7.7%

17.3%

14.9%

8.7%

6.1%

9.7%

7.7%

20.3%

8.2%

4.3%

1.8%

1.9%

8.2%

1.1%

23.5%

9.3%

9.0%

7.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

ない
MA（n=2,277）
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キ）自宅での生活を続けていくために、利用したいサービス

利用したいサービス・取り組みについてたずねると、全体では「買い物の支援」、「特

に無い」がともに 24.2％で最も高く、次いで、「室内の掃除や洗濯の支援」21.2％、

「庭掃除（草むしり）の支援」19.5％となっています。

24.2%

19.4%

12.7%

21.2%

8.9%

19.5%

18.1%

12.7%

3.9%

10.1%

2.6%

24.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

買い物の支援

食事づくりの支援

食事（弁当）の配達

室内の掃除や洗濯の支援

ゴミ出しの支援

庭掃除（草むしり）の支援

通院や買い物など外出時の付き添い

安否確認・話し相手

介護予防教室等

気軽に集える居場所（サロン）

その他

特にない

MA（n=2,277）
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ク）情報の入手方法

高齢者に対するサービスや事業に関する情報の入手方法は、全体では、「市の広報紙」

42.9％が最も高く、次いで、「特に入手していない」21.1％、「ケアマネジャー（昼

間）」19.1％となっています。

5.2%

42.9%

3.0%

18.7%

8.2%

19.1%

1.6%

9.8%

5.7%

0.8%

10.3%

2.3%

21.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

市役所の窓口

市の広報紙

市のホームページ

知人・友人や隣近所の人

地域包括支援センター

ケアマネジャー（昼間）

市保健部門の保健師

介護保険サービス提供事業所の職員

民生委員

市のボランティア団体等

病院・診療所の医師・相談員等

その他

特に入手していない

MA（n=2,277）
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第 6 節 制度改正の内容

平成 27 年度より、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関す

る法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、

これまで全国一律で行っていた予防給付を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、

サービスを多様化することで高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、介護

と医療が連携した地域での支えあいを行う地域包括ケアシステムの構築が求められて

います。

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実として、在宅医療・介護

連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強

化の 4 点が示されました。

また、中重度の要介護状態で、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）への入所

を希望しながら、在宅での生活を余儀なくされている高齢者が存在していること等を

踏まえ、新規入所者を原則要介護 3 以上の認定者に限定（一定の条件下で要介護 2 以

下の高齢者も利用可能）することで在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える

施設として、機能の重点化が図られます。

費用の公平化を図るために、所得や資産のある人の利用者負担の見直しも今回の制

度改正の中で行われており、一定額以上の収入のある利用者の自己負担の引き上げや、

低所得者の保険料の軽減割合の拡大、低所得の施設利用者の食費・住居費を補填する

「補足給付」の要件に資産等を追加することで、低所得者の保険料軽減を拡充されま

した。
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第２章 人口及び高齢者数等の現状と推移

第１節 人口の現状と推移

（１）人口構成

平成 26 年 10 月 1 日時点の住民基本台帳に基づく本市の人口構成は、下記のとお

りです。

【人口構成（平成 26 年 10 月 1 日現在）】

総人口 男性 女性

43,574人 20,581人（47.2％） 22,993人（52.8％）

662

810

904

919

935

929

1,094

1,294

1,356

1,206

1,318

1,592

1,886

1,779

1,470

1,482

1,496

1,158

703

0 500 1,000 1,500 2,000

0歳～4歳

5歳～9歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

（人）

【女性】

690

788

873

968

992

998

1,138

1,206

1,239

1,159

1,219

1,476

1,890

1,803

1,321

1,092

959

556

214

05001,0001,5002,000

0歳～4歳

5歳～9歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

（人）

【男性】
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【年齢（3 区分）別人口構成】

（２）人口及び高齢化率の状況

本市の総人口は平成21年度の45,426人から1,852人減少し、平成26年10月１日

現在で43,574人となっています。高齢化率は3.6％上昇し、32.2％となっています。

（単位：人）

※各年10月1日現在（住民基本台帳）

区分 総人口
年少人口

（15歳未満）
生産年齢人口

（15歳～64歳）
老年人口

（65歳以上）

人口（人） 43,574 4,727 24,814 14,033

構成比 100.0% 10.8% 56.9% 32.2%

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

45,426 45,013 44,593 44,606 44,091 43,574

40歳未満 16,854 16,462 16,086 16,108 15,644 15,200

40歳～64歳 15,581 15,554 15,619 15,246 14,815 14,341

65歳～74歳 5,758 5,593 5,412 5,627 5,982 6,373

75歳以上 7,233 7,404 7,476 7,625 7,650 7,660

28.6% 28.9% 28.9% 29.7% 30.9% 32.2%高齢化率

総人口

16,854 16,462 16,086 16,108 15,644 15,200

15,581 15,554 15,619 15,246 14,815 14,341

5,758 5,593 5,412 5,627 5,982 6,373

7,233 7,404 7,476 7,625 7,650 7,660

28.6% 28.9% 28.9% 29.7%
30.9%

32.2%

0.0%

6.0%

12.0%

18.0%

24.0%

30.0%

36.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【吉野川市の人口と高齢化率】

40歳未満 40歳～64歳 65歳～74歳 75歳以上 高齢化率

（人）
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（３）人口の将来推計

今後の人口の推移を把握するため、平成 21 年～平成 26 年の各 10 月 1 日時点（各

住民基本台帳）の人口をもとに、コーホート変化率法を用いて推計を行いました。

コーホートとは、同年に出産した集団のことをいい、コーホート変化率法とは、各

年齢別の平均余命や進学・就職による移動といった特性を変化率によって反映させる

推計方法で、地域の特性をより反映させることができる方法です。

推計結果では、平成 37 年度には高齢化率 37.3％となり今後更なる高齢化が予測さ

れています。

（単位：人）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

43,163 42,743 42,308 40,937 38,537

40歳未満 14,879 14,544 14,268 13,420 12,047

40歳～64歳 14,056 13,759 13,463 12,817 12,112

65歳～74歳 6,577 6,765 6,877 7,130 6,080

75歳以上 7,651 7,675 7,700 7,570 8,298

33.0% 33.8% 34.5% 35.9% 37.3%高齢化率

総人口

14,879 14,544 14,268 13,420 12,047

14,056 13,759 13,463
12,817

12,112

6,577 6,765 6,877
7,130

6,080

7,651 7,675 7,700
7,570

8,298

33.0%
33.8%

34.5%
35.9%

37.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

【吉野川市の人口と高齢化率】

総人口 40歳未満 総人口 40歳～64歳 総人口 65歳～74歳 総人口 75歳以上 高齢化率

（人）
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第２節 要介護等認定者の現状と将来推計

（１）要介護等認定者の推移

本市の要介護等認定者数は、平成 21 年度の 2,869 人から 37 人減少し、平成 26

年 9 月末現在で 2,832 人となっています。要支援 1、要支援 2 の該当者は 170 人

減少しているのに対し、要介護 1～5 の該当者は 133 人増加しています。

（単位：人）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

要支援１ 348 361 344 362 324 332

要支援２ 561 405 420 414 409 407

要介護１ 403 421 418 401 407 441

要介護２ 485 504 495 496 548 515

要介護３ 400 355 384 419 384 421

要介護４ 350 358 358 367 370 375

要介護５ 322 338 366 325 350 341

合計 2,869 2,742 2,785 2,784 2,792 2,832

348 361 344 362 324 332

561 
405 420 414 409 407

403 
421 418 401 407 441

485 
504 495 496 548 515

400 
355 384 419 384 421

350 
358 358 367 370 375

322 
338 366 325 350 341
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2,500
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3,500

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

【吉野川市の要介護等認定者の推移】

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）
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（２）要介護等認定者の将来推計

人口推計結果と平成 26 年 9 月末時点の要介護認定率を基に、本計画期間における

要支援・要介護認定者の推計を行いました。平成 32 年度には 3,000 人を超える見込

みとなっています。

（単位：人）

※なお、推計値は小数点以下を非表示にしているため、合計が合致しない場合があります。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

要支援１ 336 338 341 340 342

要支援２ 413 416 417 411 410

要介護１ 447 450 456 461 462

要介護２ 527 535 544 560 564

要介護３ 429 437 446 461 471

要介護４ 383 390 398 410 418

要介護５ 348 354 362 373 378

合計 2,882 2,922 2,964 3,015 3,045

336 338 341 340 342

413 416 417 411 410

447 450 456 461 462

527 535 544 560 564

429 437 446 461 471

383 390 398 410 418

348 354 362 373 378

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

【吉野川市の要介護等認定者の推計】

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）
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第３章 計画の基本構想

第１節 日常生活圏域の設定

「日常生活圏域」とは、高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら安心し

て生活できる環境を整備するため、日常の生活で結びつきのある地域を範囲として、その

区域単位で必要なサービスを整備していこうというものです。

今回の第6期介護保険事業計画においても、これまでに設定した日常生活圏域を引き継

ぎ、本市全体を一つの圏域として定めます。

第２節 基本理念

本計画の上位計画である吉野川市総合計画において『世代を超えて、夢紡ぐまち ～新・

生活創造都市をめざして～』を将来の都市像と定め、市民一人ひとりが、吉野川市に住ん

でいてよかったと幸せを実感できるようなまちを目標としています。

すべての高齢者が住み慣れた地域で、健康で生きがいを持って安心した生活を送ること

ができるよう、『自分らしい生活が送れるまちづくり（地域包括ケアシステムの構築）』を

第 6 期計画において基本理念と位置づけ、計画の推進を図ります。
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第３節 基本目標

将来像の実現及び地域包括ケアシステムの構築に向けて、5つの基本目標を掲げます。

（１）【予防】介護予防・健康づくりの支援

市民一人ひとりが、こころもからだも元気で長生きするために、一人ひとりが自分

自身の健康に関心を持ち、健康づくりの輪をひろげることを目指し、市民、関係団体

等とともに、地域ぐるみの健康づくりを推進します。

（２）【介護】高齢者サービスの提供体制の充実

住み慣れた自宅または地域で、できるだけ長く生活ができるよう、生活支援のサー

ビスや相談窓口を充実します。また、近所でのつながりや行政、各種関係機関、民生

委員児童委員、ＮＰＯ、ボランティア、自治会等が連携を図り、地域全体で高齢者の

生活を支えるための地域ネットワークを強化します。

また、認知症高齢者への正しい理解を普及啓発するとともに，早期対応や見守り体

制の構築などの総合的な認知症施策を推進します。

（３）【医療】医療と介護の連携による総合的なサービス提供体制の充実

医療と介護の連携を深め、具体的な取り組みを推進することで、市民が求める医療

と介護サービスを効率良く提供し、家族も含めていつまでも住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けることを目指します。

（４）【生活支援】自分らしく生活できる体制づくり

より一層多様化する高齢者のライフスタイルやニーズに対応した生きがいづくりや

社会参加、社会貢献、就労などの活動を支援し、いきいきと自分らしい生活を送るこ

とができる生活支援体制の整備を目指します。

（５）【住まい】地域における安心生活の確保

高齢者の日常生活の支援や保健・医療・介護などのサービス提供の前提となる住ま

いに関して、高齢者の居住安定確保の観点から地域の実情を踏まえた安心な生活の確

保を目指します。
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第４節 施策体系

地域支援事業の推進

第５期計画における地域支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業及び任意事業を

実施することにより、要支援・要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態

となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的としていました。

第 6 期計画では、地域包括ケアシステムの構築をさらに進めるため、地域支援事業の

枠組みを活用し、介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防・生活支援サービス事業

及び一般介護予防事業）や包括的支援事業における地域ケア会議の充実、認知症施策の

推進、在宅医療・介護連携の推進及び生活支援サービスの体制整備などに取り組みます。

基本目標①：【予防】介護予防・健康づくりの支援

基本目標②：【介護】高齢者サービスの提供体制の充実

重点目標 個別施策

一般介護予防事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防把握事業

通所型介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

通所型サービス

その他の生活支援サービス

介護予防ケアマネジメント

重点目標 個別施策

地域包括支援センターの充実強化

包括的支援事業

地域ネットワークの機能向上

総合相談支援事業

包括的・継続ケアマネジメント事業

地域ケア会議の推進

地域における介護支援専門員ネットワーク構築・活用

支援困難事例等への指導・助言

権利擁護事業

高齢者虐待への対応

成年後見制度の活用

認知症施策の推進

認知症サポーターの養成及び見守り

認知症予防・早期支援の取り組み

任意事業

家族介護支援事業

地域自立生活支援事業
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基本目標③：【医療】医療と介護の連携による総合的なサービス提供体制の充実

基本目標④：【生活支援】自分らしく生活できる体制づくり

基本目標⑤：【住まい】地域における安心生活の確保

重点目標 個別施策

医療と介護の連携 在宅医療・介護連携の推進

重点目標 個別施策

生活支援サービス体制の整備

生活支援・介護予防サービスの充実

生活支援サービスコーディネーターの配置

協議体の設置

生きがいづくり支援
高齢者の生きがいと健康づくり事業

老人クラブ

重点目標 個別施策

在宅福祉サービスの充実

「食」の自立支援事業

緊急通報体制整備事業

軽度生活援助事業

高齢者住宅改造助成事業

施設福祉サービスの充実

養護老人ホーム

老人福祉センター

高齢者生活支援ハウス
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第４章 予防 介護予防・健康づくりの支援

第 1 節 介護予防・健康づくりの支援

《現状と課題》

これまでの、介護予防・健康づくりとして、介護予防体操・楽しい脳体操・栄養教室・

口腔ケア教室として様々な介護予防教室を実施するとともに、自主グループ化を図ってき

ました。今後はさらなる介護予防教室の充実と、自主グループが継続して活動できるため

の支援が必要です。

介護保険法の改正にともない、高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えてい

くため、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」を、平成 29 年 4 月までに、全ての市

町村で実施しなければならないとされています。

今後、高齢者の単身世帯が増加し、支援を必要とする高齢者の増加が見込まれるため、

NPO やボランティア、民間企業、自主活動グループなどが主体となった様々なサービスの

提供、介護予防の場づくりが必要となります。

《今後の取り組み》

（１）介護予防の推進（一般介護予防事業）

市民に介護予防が根付くよう、多様な関係機関と連携して、普及啓発に取り組みます。

身近な地域に誰もが参加しやすい介護予防の場の創出と、市民の自主的な取り組みとし

ての定着を進めます。

（２）介護予防・日常生活支援総合事業の実施

全国一律の予防給付のうち、訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じて効

果的かつ効率的に介護予防・生活支援サービスを提供できるよう体制を見直し、平成 27

年 4 月より、順次新しい介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。
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第２節 一般介護予防事業

（１）介護予防普及啓発事業

筋力アップ教室をはじめ、パンフレットの作成・配布、各利用者の介護予防事業の実

施の記録等を記載する介護予防手帳の配布、高齢者の健康づくりや認知症の予防等をテ

ーマにした講演会の実施等によって介護予防に資する基本的な知識を普及啓発していま

す。

①運動器の機能向上事業（筋力アップ教室「パワー・デイ」）

水中運動やマシーントレーニングを利用した筋力アップ教室を実施し、転倒しない身

体づくりや積極的な運動等を習慣づけてもらうことで高齢者の運動器の機能向上を図っ

ています。

（２）地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材育成のための研修や、地域で開催される介護

予防に資する地域活動組織の育成・支援のための事業等を実施しています。

①介護予防教室

介護予防教室は、地域における市民団体の自主的活動支援の一環として、市内４３箇

所で開催しています。各会場において、介護予防体操 年２回、栄養改善講座 年１回、

口腔ケア講座 年１回、認知症予防講座 年１回程度、実施しています。これにより、各

地域で介護予防への関心を高めるとともに、高齢者等が社会参加する場を継続的に支援

します。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

実施回数 472 回 550 回 500 回

参加延人数 1,278 人 1,721 人 1,550 人
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②介護サポーター養成講座

地域において介護予防の自主活動を展開するリーダー及びボランティアとなる「介護

予防サポーター」の育成を行っています。介護予防のための運動や認知症予防について

の習得に加え、その後のフォローアップとして、新しい知識を習得する研修会を開催し

ています。

今後、介護予防サポーターの人材の確保や、介護予防教室において、市と地域及びサ

ポーターが連携を取りながらの活動の展開、またサポーターとして活躍できる様々な機

会が提供できるように支援していきます。

（３）地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組みを機能強化するために、積極的に自主活動を行ってい

る団体に対し、リハビリテーション専門職が一定期間、定期的に支援することにより、

運動方法を学び、その後においても、住民自らが介護予防の取り組みを継続的に実践し、

要介護状態となっても参加し続けることのできる憩いの場づくりの展開を図っていきま

す。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

実施箇所数 42 箇所 43 箇所 43 箇所

実施回数 229 回 235 回 234 回

参加延人数 2,400 人 2,392 人 2,300 人

内

訳

健康相談 2,356 人 2,331 人 2,300 人

介護予防体操 761 人 819 人 800 人

栄養改善講座 453 人 424 人 400 人

口腔ケア講座 413 人 428 人 400 人

認知症予防講座 423 人 394 人 380 人

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

実施回数 5 回 5 回 5 回

参加延人数 110 人 122 人 120 人
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（４）介護予防把握事業

地域の実情をふまえて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を

要する者を把握し、介護予防活動へつなげていきます。

（５）通所型介護予防事業

介護予防事業対象者に、「運動器の機能向上」等身体機能の改善に効果があると認めら

れるプログラムを実施し、介護予防を推進しています。二次予防事業は平成２７年度ま

でとし、平成 28 年度から総合事業へ移行します。
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第３節 介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業は市が中心となって、地域の実情に応じて住民等

の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより地域の支え合いの体制

づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを

目指すものです。

現在、要支援者に対して予防給付として提供されている全国一律の介護予防訪問介

護（ホームヘルプサービス）、介護予防通所介護（ディサービス）について、市の実施

する地域支援事業の総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、既

存の訪問介護事業所・通所介護事業所や民間事業者、NPO、ボランティアなどの住民

等が参画するよう多様な主体によるサービスを総合的に提供可能な仕組みに見直すこ

とになります。

総合事業の実施にあたっては、NPO やボランティア活動との有機的な連携を図るな

ど、地域の人材を活用していくことが重要となります。また、高齢者が地域で社会参

加できる機会を増やしていくことが、高齢者の介護予防につながるとともに、できる

限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となっていくことで、

よりよい地域づくりにつながるように努めます。

 

 

【財源構成】 

 

国 25％ 

 

県 12.5％ 

 

市 12.5％ 

 

１号保険料 

22％ 

 

２号保険料 

28％ 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 

（要支援１～２、それ以外の者） 

 ○介護予防・生活支援サービス事業 

   ・訪問型サービス 

   ・通所型サービス 

   ・生活支援サービス（配食等） 

   ・介護予防支援事業（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 

○一般介護予防事業 

介護予防事業 

○二次予防事業 

○一次予防事業 

介護給付（要介護１～５） 介護給付（要介護１～５） 

 訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

介護予防給付 

（要支援１～２） 

介護予防給付（要支援１～２） 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 
＜新しい地域支援事業開始前＞ ＜新しい地域支援事業開始後＞ 
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（１）介護予防・生活支援サービス事業

要支援認定を受けている者及び基本チェックリスト該当者（事業対象者）に対して、

下記の支援を提供します。

事 業 内 容

訪問型サービス
対象者に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援

を提供

通所型サービス
対象者に対し、機能訓練や集いの場なで日常生活

上の支援を提供

その他の生活支援サービス
対象者に対し、栄養改善を目的とした配食や一人

暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケアマネジメント

対象者に対し、総合事業によるサービス等が適切

に提供できるようケアマネジメント

ケアマネジメントは地域包括支援センターが主に

実施
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第５章 介護 高齢者サービスの提供体制の充実

第１節 地域包括支援センターの充実強化

（１）包括的支援事業

①地域ネットワークの機能向上

《現状と課題》

地域住民や関係機関との連携により、支援を必要とする高齢者を早期に把握し、その

自立を支援するために、地域包括支援センターを直営で市役所介護保険課内に設置し、

市における地域ケアの中核を担う機関として活動を行っています。また、窓口（ブラン

チ）として在宅介護支援センターを５ｶ所に設置しています。

地域包括支援センターでは、医療機関、在宅介護支援センター、介護保険サービス事

業所、社会福祉協議会、地域住民･団体、民生委員・児童委員協議会及び民間事業者など

の、団体や組織との連携を図るために「高齢者見守りネットワーク事業」を立ちあげて、

高齢者自らが社会の構成員として誇りを持ち、その人らしい自立した生活を送ることが

できるよう支援しています。

また、当センターが開催する地域包括ケア会議や日常の個別ケースの相談対応におい

ても、あらゆる団体等と連携を図り、ネットワーク機能の向上を行っています。

今後も高齢者数の増加や認知症高齢者の増加はもちろんのこと、価値観の多様化に伴

い個々が抱える問題も多様化・複雑化していくことが予想されます。
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《今後の取り組み》

高齢者数の増加や認知症高齢者の増加に対応し、住み慣れた地域での生活をできる限

り継続して支えるためには、医療・福祉・介護関係機関等の専門職による個々の高齢者

やその家族への対応だけでなく、地域包括支援センターにおいても、地域住民が支え合

う地域づくりを進めていきます。

長
期
継
続
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

包括的・継続的マネジメント事業

介護予防マネジメント事業

行政機関、健康福祉事務所、医療機関などの
必要なサービスにつなぐ

虐待防止
ボランティア

多面的（制度横断的）支援の展開

アセスメントの実施

↓

プランの作成

↓

介護予防サービスの利用

↓

再アセスメント

主治医

予
防
給
付
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

ケアチーム

・日常的個別指導
・支援困難事例等への指導・助言
・地域でのケアマネジャーのネット

ワークの構築
・多職種協働・連携の実現

総合相談及び権利擁護業務

・中立性の確保
・人材確保支援

チームアプローチ

主任
ケアマネジャー

保健師等

社会福祉士

・センターの運営支援・評価
・地域資源のネットワーク化

ケアマネジャー主治医

連携

医療
サービス

介護
相談員

地域
権利擁護 民生委員

介護
サービス

居宅介護支援

事業所

保健・福祉
サービス

成年
後見制度

高齢者

虐待防止・早期発見・権利擁護

地域包括支援センター
運営協議会

利用者、被保険者
（老人クラブ等）

NPO等の地域

サービスの関係者

権利擁護・相談を担う関係者

地域医師会、介護
支援専門員の

職能団体

介護保険サービス

の関係者

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハビリ専門
職の適切な関与により、高齢者が生き
がいをもって生活できるよう支援

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

早期診断・早期対応等により、認知症
になっても住み慣れた地域で暮らし続
けられる支援体制づくりなど、認知症
施策を推進

生活支援コーディネーター

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様
な主体による生活支援を充実

地域ケア会議

多職種協働による個別事例のケアマネ
ジメントの充実と地域課題の解決によ
る地域包括ケアシステムの構築

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

在宅医療・介護連携

地域医師会等との連携により、在宅医
療・介護の一体的な提供体制を構築

地域包括支援センターの機能強化

地域包括支援センターのブランチ機能

在宅介護支援センター
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吉野川市高齢者見守りネットワーク連携体制

吉野川市

消防

協力事業者

警察

連携協定

高齢者の生活支援又は相談支援
に係る公共機関、介護サービス
事業者及び居宅介護支援事業者
など

吉野川市社会福祉協議会
市内各種協力団体

連
絡

連
絡

連絡先 吉野川市地域包括支援センター 0883－22－2265 119番・110番

高齢者の状況に応じて
119番・110番に直接通報

吉野川市

地域住民

家族・親族

民生委員等警 察 消 防

友愛訪問員

発 見

高齢者に対し必要な支援を行う時に連携

実施機関

支
援

異変・
支援必要

《問い合わせ先 》

吉野川市 健康福祉部 介護保険課 地域包括支援センター
電 話：0883－22－2265     FAX：0883－22－2260
メールアドレス chiiki-hokatsu@city.yoshinogawa.lg.jp

生活関連事業者 ・電力会社　　・ガス会社　・水道事業者

高齢者世帯に配達する民間事業者
・新聞販売者　　　　・郵便局　　　　・宅配事業者　　・牛乳販売店
・乳酸菌飲料販売店　・生活協同組合　・農業協同組合　・配食サービス事業者

高齢者が生活上立ち寄る民間事業者
・スーパー、コンビニエンスストア、商店、商店街、
・銀行、信用金庫、信用組合　　　　　・鉄道、バス、タクシー会社

司法関連事業者 ・司法書士、行政書士事務所

＊協力事業者は例示です。

協力事業者の例

協力団体

情
報
の
連
絡

協力機関



33

②総合相談支援事業

《現状と課題》

高齢者の健康や介護に関することなど、気軽に相談できる「総合相談窓口」を地域包

括支援センター設置し、開庁時間はいつでも相談に応じられる体制をとって、高齢者を

取り巻く保健・医療・福祉・介護に関する様々な相談を受けています。また、必要に応

じて、訪問しその人の心身状況や生活の実態を把握するとともに、適切な制度・事業や

サービス等の紹介、さらに利用につなげる等の調整や支援を行っています。

少子高齢化、世帯人員の減少及び価値観の多様化などに伴い、個々が抱える問題も多

様化し、専門職による相談だけでは問題・課題の解決が困難になってきています。今後

も後期高齢者や独居・高齢者世帯数の増加に伴い、相談件数の増加が予想されます。

《今後の取り組み》

継続的・専門的な支援ができるように様々な関係機関とのネットワークを構築し、協

力体制を整え、高齢者が安心して生活を送ることができるよう、引き続き支援します。

また、高齢者等が気軽に相談ができるような相談窓口の周知に努めます。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

相談件数 194 件 195 件 200 件
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③包括的・継続的ケアマネジメント事業

ア．地域ケア会議の推進

《現状と課題》

支援を要する高齢者の多様なニーズに適切に対応するため、保健・福祉・医療等の有

識者で構成された地域ケア会議を開催し、保健・福祉・医療サービスやインフォーマル

サービスを含めた地域ケアの総合的な調整や提言を行っています。

また、介護保険制度改正に伴い、介護保険法で制度的に位置づけされます。

《今後の取り組み》

地域包括支援センターが運営して、地域ケア会議の構成員は会議の目的に応じて、市

職員、センター職員、介護支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者、民生委

員、住民組織の中より必要に応じて出席者を調整して会議を行います。

地域ケア会議では、個別ケースの支援内容を検討して課題解決を行うだけでなく、①

介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントに関する実践力向上、②地域包括

支援ネットワークの構築、あるいは、これらのプロセスから支援体制の貧弱さ、社会資

源や人材の課題が浮き彫りになることにより、③地域課題の把握を行うことを目的に取

り組みます。

○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握

などを行う。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント ≪主な構成員≫

自治体職員、包括職員、ケアマネジャー、介
護事業者、民生委員、OT、PT、ST、医師
、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、
歯科衛生士その他必要に応じて参加

※直接サービス提供に当たらない専門職種も
参加

地域包括支援センターレベルでの会議
（地域ケア個別会議）

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全てのケース
について、多職
種協働により適
切なケアプラン
を検討）

在宅医療
連携拠点

医師会等
関係団体

医療関係
専門職等

・地域包括支援センターの箇所数：4,328ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所）（平成24年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,202保険者）で実施（平成24年６月に調査実施）

○「地域ケア会議」（地域包括支援センター及び市町村レベルの会議）については、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツール
であり、更に取組を進めることが必要。

○具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネットワーク構築につなげる
など、実効性あるものとして定着・普及させる。

○このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づける。

地域ケア会議の推進
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イ．地域における介護支援専門員のネットワークの構築・活用

《現状と課題》

吉野川市介護支援専門員連絡会により、市内介護支援専門員の日常的な業務の円滑な

実施を支援し、介護支援専門員相互の情報交換等による資質の向上を図っています。

また、必要に応じて地域包括支援センターの専門員や関係機関とも連携し、事例検討

や研修の実施、ケアマネジャー同士の連帯を深めることができました。

《今後の取り組み》

介護支援専門員の研修会等を開催し、ケアマネジャーがスキルアップできる環境を提

供するとともに、多様な機関を取り込んだより充実したネットワークを構築し、より質

の高いサービスを提供することができるような支援が行えるように取り組みます。

③支援困難事例等への指導・助言

《現状と課題》

適宜に地域包括支援センターの各専門職が必要に応じて同行訪問し、地域の関係者、

行政の関係機関などと連携を取りながら対応を図りました。また、事例検討をとおして

意見を聞き、具体的に指導方針を検討し、助言を行ってきました。

《今後の取り組み》

支援困難事例に対応するためには、様々な機関と連携する必要があり、問題に直面し

た者が個々に対応することは負担が大きくなり、問題の解決が遅れる事が考えられ、日

常において相談しやすい環境を整えることが必要です。また、介護支援専門員自身の問

題解決能力を高めることができるよう、支援する事に努めます。
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（２）権利擁護事業

①高齢者虐待への対応

高齢者虐待の防止、迅速かつ適切な保護及び支援を行うため、吉野川市高齢者虐待防

止ネットワーク協議会により、市内の関係機関、団体等との連携の強化及び民間団体の

支援等必要な体制の整備に努めています。

《現状と課題》

虐待の疑いがある事例に対して定期的に訪問するなど、見守りを続けるとともに情報

収集を行い、状況の改善に向けて努めてきました。

《今後の取り組み》

高齢者虐待は、相談件数だけでなく潜在的なケースがかなりの件数に上ると推察され

ます。虐待を発見するためには第三者からの情報提供が重要になることから、相談窓口

を周知するとともに、関係機関の連絡網の整備に努めます。高齢者虐待は十分な調査と

配慮が必要になり、介入後も適切な対応を求められることになります。「吉野川市高齢者

虐待防止ネットワーク協議会（マニュアル）」を有効に機能させることで関係機関との連

携を強化し、虐待の早期発見・防止・解決に向けて取り組みます。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

身体的虐待 2 件 1 件 3 件

経済的虐待 1 件 1 件 1 件

心理的虐待 1 件 ０件 ０件

介護放棄・放任 1 件 1 件 1 件
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②成年後見制度の活用

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で必要と認める場合には、成年後見制度

の利用助言及び申し立てに係る審判の請求手続きやその経費についての助成を行って

います。

《現状と課題》

自身による判断能力が不十分な者に対して、法律行為を助ける者を家庭裁判所が選任

し、本人の権利を守るもので、制度の利用が必要と思われる者にアドバイス等をすると

ともに、必要に応じて市長による審判の請求を行い、高齢者の権利擁護に努めました。

《今後の取り組み》

成年後見制度利用を推進するために、広報等により広く市民に周知するとともに、制

度の説明や申立手続きに係る助言を行います。また、市長申立に該当するケースがあっ

た場合、速やかに申立を行い、高齢者の権利擁護に努めます。

（３）認知症施策の推進

認知症になっても本人の意思が尊重され、本人の状態に応じて適切な支援により、で

きる限りより良い環境の中で暮らし続けられるよう、医療・介護サービスの適切な提供、

地域の見守り等も含めた切れ目ない支援体制を構築します。

《現状と課題》

平成 26 年 9 月末時点で、要介護認定を受けている高齢者の 1,976 人の方が認知症

高齢者の日常生活自立度Ⅱa 以上の項目にチェックされています。この調査項目にチェ

ックが入っている高齢者の方は年々増加しています。しかし、認知症の疑いがあるもの

の、医療や介護につながらない高齢者も増えています。

国では、平成 24 年度に「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラン）」を策定して

おり、「認知症ケアパス」の作成・普及を推進しています。

新しい地域支援事業における包括的支援事業において、さらなる認知症施策の実施が

見込まれています。認知症への対策では、認知症のケアとともに認知症サポーターなど

による認知症を支える地域づくりの強化が求められています。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

助成件数 1 件 3 件 2 件
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第 6 期では、以下の施策に取り組みます。

①認知症サポーターの養成及び見守り

認知症になっても家族や周囲の人の理解と気遣いがあれば、穏やかに住み慣れた地域

で尊厳を持ち、安心して暮らしていくことが可能です。そのため、認知症に対する正し

い知識の普及・啓発活動に取り組み、認知症サポーターの養成を行っています。

さらなる活動を推進するために、小学校・中学校・教職員・地域の住民・民間事業者

等に対して認知症サポーター養成講座を開催してサポーター数を増やし、地域での見守

り体制づくりを強化していきます。

また、徘徊のある高齢者の対応について、警察等関係機関や住民が一体となったネッ

トワークづくりを進め、地域で見守る取り組みを支援していきます。

※ 認知症サポーター数 1,509 人（平成 26 年 12 月末現在）
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②認知症予防・早期支援の取り組み

認知症の主な原因疾患は、アルツハイマー病と脳血管障害です。認知症のメカニズム

はまだ全て解明されていませんが、これらの疾患に関する因子も明らかになってきてお

り、その予防法が提唱されています。本市では「介護予防教室」として作業療法士によ

る認知症予防講座(楽しい脳体操)等を開催して、認知症予防の知識や方法の普及啓発に取

り組んでいます。

早期に発見し、診断、治療を始めることは、認知症の発症や進行を遅らせることがで

き、本人と家族が穏やかな暮らしを続けていくことにつながりますが、軽度認知障害等

への対応等、早期からの相談支援体制の構築を進める必要があります。

「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で

暮らし続けることができる社会」の実現を目指して、標準的な認知症ケアパスを構築し、

認知症初期集中支援チームならびに認知症地域支援推進員の設置を行います。

・標準的な認知症ケアパスの作成・普及

認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、また認知症の人やその家族が

安心できるよう、標準的な認知症ケアパス（状態に応じて適切なサービス提供の流れ）

の作成と普及を推進します。

・「認知症初期集中支援チーム」の設置

複数の専門職（保健師等・専門医）が認知症の疑いのある人、認知症の人とその家族

を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生

活のサポートを行います。

・認知症地域支援推進員の設置

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療・介護および生活

支援を行う様々なサービスが連携したネットワークを形成し、認知症の方々にとって効

果的な支援を行うことが重要であることから、認知症地域支援推進員を地域包括支援セ

ンターに設置します。

認知症地域支援推進員は、認知症の人やその家族が、状況に応じて必要な医療や介護

等のサービスが受けられるよう、関係機関へのつなぎや連絡調整の支援、地域および市

内各事業所への認知症研修の実施、認知症における総合相談を行います。
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（４）任意事業

①家族介護支援事業

・家族介護用品支給事業

高齢者を在宅で介護している家族を対象に成人用紙おむつ等の介護用品を購入できる

給付券を発行し、経済的、身体的負担の軽減を図っています。

《現状と課題》

在宅で要介護４又は５の認定を受けられている方を介護する家族等の経済的・精神的

な負担の軽減が図られました。

《今後の取り組み》

事業の有効活用に努め、在宅で介護にあたる家族等の負担の軽減を図るため、引き続

き事業を実施します。

・家族介護慰労事業

施設や居宅介護サービスを利用せず、重度の高齢者を在宅で介護している家族の精神

的、経済的負担を軽減し、在宅生活の継続、生活状況の向上を図り、介護サービスの増

大を抑制しています。

《現状と課題》

要介護４又は５の介護認定を受けているが、介護保険のサービスを利用せず在宅介護

を行っている家族等に対して、慰労金を支給しました。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用実人員 49 人 50 人 50 人

利用延回数 458 回 347 回 500 回

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用実人員 1 人 1 人 1 人
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《今後の取り組み》

広報等により制度の周知を行うとともに、関係機関等と連携して制度該当者の把握に

努めます。

・家族介護教室

高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対して、介護方法や介護予防について

知識や技術を習得する機会を提供することで、要介護者が適切な介護を受けることがで

きるよう支援しています。

《現状と課題》

市民を対象に、介護するための技術や知識を習得する場を提供することができました。

また、家族介護教室が介護者同士の交流の場となり、相談や情報交換をする事で、日頃

抱えている不安や疑問を解消する事ができました。

《今後の取り組み》

介護を行う者の負担を軽減し、在宅等生活を支援することからも、引き続き事業を実

施します。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

参加延人員 129 人 167 人 219 人

登録人数 53 人 73 人 73 人

開催場所 3 箇所 3 箇所 3 箇所
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②地域自立生活支援事業

・高齢者住宅等安心確保事業

高齢者住宅等安心確保計画に基づき、鴨島呉郷県営住宅内のシルバーハウジング入居

者高齢者に対し、生活援助員を派遣し、高齢者の安否確認、生活相談等の支援を実施し

ています。

また、生活援助員は、健康保持・健康増進、一時的な家事援助、緊急時の対応、関係

機関との連絡等の支援についても行っています。

《現状と課題》

生活援助員により、24 時間体制での緊急通報や様々な相談事で各関係機関との連絡

調整を図り、入所者が安心して日常生活を送れるよう支援する事ができました。また、

レクリエーション等を通じて、入居者同士がコミュニケーションを図り、生きがいを持

って生活できる環境を提供することができました。

《今後の取り組み》

入居者が安心して日常生活を送ることができるように、引き続き生活援助員を派遣し

ます。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

安否確認 6,365 件 6,519 件 6,680 件

緊急通報等 1 件 9 件 9 件

心配事相談 6 件 5 件 2 件
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第６章 医療 医療と介護の連携による総合的なサービス提供体制の充実

第１節 医療と介護の連携

《現状と課題》

医療や介護を必要とする高齢者が増加する状況において、医療と介護が連携して、総

合的なサービスを提供できる体制の整備が必要です。

入院期間短縮の潮流の中で、医療依存度、医学的管理の高い在宅の高齢者の増加とと

もに、悪性新生物(がん)の末期などにおいて、在宅での生活を望む方からの要介護認定の

申請が増えています。

介護は医療と独立した分野として事業所整備などが進んできましたが、双方ともに高

齢者の生活を支える大事な要素であり、密接な連携を必要としています。

新しい地域支援事業(包括的支援事業)に、「在宅医療・介護連携の推進」が位置づけら

れました。平成 26 年度からは医師会が主体になり、在宅医療・介護連携拠点事業とし

て事業に取り組んでいます。

第 6 期では、以下の施策に取り組みます。

（１）在宅医療・介護連携の推進

吉野川市医師会・吉野川市歯科医師会の医療と、各種介護事業者が参画する「在宅医

療・介護連携拠点事業協議会」を通して、在宅医療・介護連携推進の課題の対応の協議

を行っています。

今後は、地域の医療・介護サービスの資源の把握に基づいた情報の共有とともに、入

退院時連携シートの情報共有手段の検討を行い、医療と介護の連携に関する市民への普

及啓発を図ります。

また、地域の医療・介護関係者からの相談を受け付ける、在宅医療・介護連携に関す

る情報を提供する相談窓口の設置に向けた検討を進めます。

医療ニーズの高い重度者をはじめとした要介護者が、入院、退院、在宅復帰を通じて

切れ目なく必要なサービスの提供を受けられ、また、必要なサービスの提供を受けなが

ら在宅で生活できるよう、医療と介護の効果的な連携をもとに支援する体制を整備して

いきます。
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（想定される取組（例））

①地域の医療・福祉資源の把握及び活用

地域の医療機関等の分布を把握し、地図又はリスト化し、関係者に配布

②在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介

関係者が集まる会議を開催し、地域の在宅医療・介護の課題を抽出し、解決策を検討

③在宅医療・介護連携に関する研修の実施

グループワーク等の多職種参加型の研修の実施

④24 時間 365 日の在宅医療・介護提供体制の構築

主治医・副主治医制等のコーディネート

⑤地域包括支援センター・介護支援専門員・介護サービス事業者等への支援

介護支援専門員からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等

市町村
（地域の現状把握・連絡調整等）

地域包括支援センター在宅医療連携拠点機能
（医師会等）

都
道
府
県

（
後
方
支
援
・
広
域
調
整
等
）

連携

在宅医療・介護の連携推進

○在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでモデル事業等を実施して一定の成果。それを踏

まえ、介護保険法の中で位置づけ、全国的に取り組む。

○具体的には、介護保険法の地域支援事業の包括的支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、

地区医師会等と連携しつつ、取り組む。
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第７章 生活支援 自分らしく生活できる体制づくり

第 1 節 生活支援サービス体制の整備

（１）生活支援・介護予防サービスの充実

生活支援・介護予防サービスの充実を図るため、多様な主体との連携を図り、生活支

援サービス・介護予防サービスの体制整備(生活支援コーディネーターの配置・協議体の

設置等)に取り組み、第 6 期計画期間中に実施していきます。

①コーディネーターの配置

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加に向けて、ボランティア等の生活支援・

介護予防の担い手の養成・発掘など地域資源の開発や、地域のニーズと地域支援のマッ

チングなどを行う、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を複数配置し、

生活支援体制の整備を行っていきます。

②協議体の設置

市が主体となり、各地域におけるコーディネーター（地域支え合い推進員）と生活支

援・介護予防サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化を行う場

として、中核となるネットワークである協議体を設置します。

第 2 節 生きがいづくり支援

（１）高齢者の生きがいと健康づくり事業

高齢者が家庭・地域等で豊かな経験と知識・技能を活かして、社会参加をし、生きが

いを持つことができる環境を整えるとともに、家に閉じこもりがちな高齢者に対しても、

社会的孤立感の解消及び自立生活を支援します。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用申請者数 2,964 人 2,867 人 2,933 人

延利用者数 10,188 人 11,554 人 11,554 人
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《現状と課題》

高齢者が、健康で生きがいを持って積極的に社会参加が出来るように環境を整備し、

家に閉じこもりがちな高齢者の社会的孤立感の解消及び自立支援につながっています。

今後も、多くの方に利用してもらうために、事業内容の充実が課題となります。

《今後の取り組み》

高齢者が生きがいを感じながら、地域活動に積極的に参加するきっかけとなるように

各種団体と協力し、内容の検討を図っていきます。

（２）老人クラブ

高齢者の生きがいづくり、社会参加等により、高齢者が自立した生活を送れるように、

関係機関と連絡調整し、老人クラブの自主的運営の支援を行います。

《現状と課題》

新規加入者の減少により、会員の年齢層が高くなってきています。今後、高齢者が有

意義に過ごすためにも、高齢者が自ら進んで老人クラブに参加出来る環境を整え、クラ

ブへの加入促進が課題となります。

《今後の取り組み》

高齢者が社会参加や生きがい活動を行う場として、スポーツや文化活動の見直しを図

り、活動が一層活発になるように支援します。また、主体的な活動をさらに促進する為、

リーダーの育成を促進します。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

単位クラブ数 43 42 42

会員数 2,747 人 2,616 人 2,593 人

組織率（60 歳以上） 15.6％ 14.7％ 14.6％
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第８章 住まい 地域における安心生活の確保

第１節 在宅福祉サービスの充実

（１）「食」の自立支援事業

身体的・精神的な理由で調理が困難な要援護高齢者等に対して、健康で自立した生活

を送ることができるよう、栄養管理された食事を提供するとともに、訪問による安否確

認・状況把握を目的として実施しています。

《現状と課題》

調理することが困難な高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を提供する事で、健

康を維持し、暮らしなれた環境で生活ができるよう援助することができました。

また、配食を本人に直接手渡し、安否確認を行うことで見守りもできています。

《今後の取り組み》

利用者の生活実態を十分に踏まえ、適切な事業運営を図りながら引き続きサービス提

供を行います。

また、「食」の自立支援事業は、平成 28 年度から実施する総合事業へ移行することを

検討します。

（２）緊急通報体制整備事業

慢性的な疾病等により、常時見守りを必要とする一人暮らし高齢者及び重度身体障害

者等を対象に、緊急通報装置を貸与することで急病や災害等に迅速かつ適切な対応を図

り、安心・安全を提供できるよう体制を整備しています。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用実人員 32 人 29 人 22 人

利用延回数 2,102 回 2,147 回 1,900 回

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

整備件数 140 件 111 件 110 件
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《現状と課題》

在宅で生活をする病弱な高齢者に対し、日常生活を送る中に安心を提供する事ができ

ました。また、緊急通報時には速やかに親族等に連絡を取ることで、救急搬送につなげ

る適切な対応が図られました。

《今後の取り組み》

定期の安否確認や、緊急時に適切な対応を図ることにより、高齢者が安心して日常生

活を送れるよう、引き続きサービスを提供します。

（３）軽度生活援助事業

要介護・要支援に該当しない、虚弱で日常生活に援助を必要とする一人暮らしの高齢

者等を対象に、ホームヘルパーを派遣し、要介護状態への進行を防止することを目的と

して実施しています。

《現状と課題》

介護保険の認定には至らないが、日常生活において何らかの支援が必要な高齢者に対

し、ホームヘルパーを派遣することで、掃除、買い物等日々の生活で発生する負担を軽

減し、自立した生活が送れるよう援助することができました。

《今後の取り組み》

自立支援の目的から、要支援状態への進行防止につながるような支援を行うとともに、

総合事業への移行を見極めながら引き続きサービスの提供を行います。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用実人員 7 人 7 人 3 人

利用延回数 278 回 235 回 210 回
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（４）高齢者住宅改造助成事業

身体の虚弱化等により、日常生活で何らかの介助を要する高齢者のいる所得税非課税

世帯において、トイレ、手すり、風呂、段差の解消等の助成を行います。

《現状と課題》

事業の該当者は多くありませんが、今後高齢者人口の増加に伴って、在宅で介護を希

望する高齢者の増加が予測されるので、事業を周知する取り組みの継続が必要です。

《今後の取り組み》

高齢者が住み慣れた家で、安心して自立した生活を送ることが出来るようにするため

にも、住宅改造助成事業に関する周知の充実を図ります。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

改造件数 1 件 1 件 0 件
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第２節 施設福祉サービスの充実

（１）養護老人ホーム

65 歳以上の高齢者で、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受

けることが困難な人を対象として、日常生活上必要なサービスを提供する施設です。

《現状と課題》

核家族化や高齢化に伴うひとり暮らし及び低所得高齢者の増加により常に満床状態に

あります。ここ数年、要介護状態にある高齢者の入所希望が増えつつあるため、その方

の生活環境、身体及び精神状態を十分に把握した上で、関係部署とも連携をとりつつ、

介護保険関連施設への入所も考慮にいれた慎重な対応が求められるようになっています。

《今後の取り組み》

家族・住宅等環境上の理由及び経済的事情により居宅において養護を受けることが困

難な高齢者が施設を利用することで、それぞれの能力に応じた生活を安心して送ること

が出来るよう援助を行います。

今後、高齢化の進行に伴い認知症等による要介護状態にある高齢者や、被虐待高齢者

の入所相談が増えると予想されるため、関係部署との連携、体制の充実を図ります。

（２）老人福祉センター

高齢者の各種の相談に応じるとともに、健康増進、教養の向上及びレクリエーション

等の便宜を総合的に提供し、健康な生活づくりを支援しています。

《現状と課題》

高齢者人口の増加に伴い、利用者は年々増加傾向にあります。そのため、今後も高齢

者の各種相談・健康増進・教養の向上・レクリエーション等を充実させ、健康な生活づ

くりを支援していく必要があります。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

入居者数 86 人 81 人 83 人

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

延利用者数 22,224 人 29,124 人 36,285 人
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《今後の取り組み》

高齢者が生き生きとした生活を送るために憩いの場及びレクリエーション等の活動

を供与し、高齢者の生きがいづくりを引き続き支援していきます。

（３）高齢者生活支援ハウス

60 歳以上の方で、自宅での生活に不安がある方に、必要に応じ一定期間部屋を提供

する、在宅福祉施設です。

《現状と課題》

核家族化やひとり暮らし高齢者が増加する中、高齢者の生活不安の解消、高齢者の福

祉の増進に寄与しています。今後も、事業を周知する取り組みの継続が必要です。

《今後の取り組み》

高齢者が安心して健康的な生活を送れるよう支援し、高齢者福祉の増進のために、事

業受託者と連携し、適切な事業運営を行います。

今後も、事業の周知に努めます。

平成 24 年度

（実績）

平成 25 年度

（実績）

平成 26 年度

（見込み）

利用者数 3 人 1 人 1 人

利用日数 113 日 34 日 5 日
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第９章 介護保険サービスの適正な運営

第１節 サービス別利用者数の見込み

介護が必要となった高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、必要なと

きに利用できる環境整備が重要となります。

本計画では、地域包括ケアの実現に向けて施設整備を行い、サービスの充実を図ります。

（１）居宅サービス

①訪問介護／介護予防訪問介護

ホームヘルパー（訪問介護員）が家庭を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身体介助

や炊事、掃除などの生活援助を行うサービスです。

(単位：人)

②訪問入浴介護／介護予防訪問入浴介護

簡易浴槽等を積んだ移動入浴車等により居宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスで

す。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

訪問介護 7,044 7,176 7,380 7,680 7,824

介護予防訪問介護 2,184 1,092 0 0 0

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

訪問入浴介護 420 420 432 444 456

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0



53

③訪問看護／介護予防訪問看護

病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話

や必要な診療の補助を行うサービスです。

(単位：人)

④訪問リハビリテーション／介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士または作業療法士が居宅を訪問して心身の機能の維持回復を図るために必

要なリハビリテーションを行うサービスです。

(単位：人)

⑤居宅療養管理指導／介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスで

す。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

訪問看護 1,644 1,656 1,692 1,752 1,776

介護予防訪問看護 72 72 72 72 72

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

訪問リハビリテーション 1,068 1,080 1,092 1,140 1,152

介護予防訪問リハビリテーション 132 132 132 132 132

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

居宅療養管理指導 1,260 1,284 1,308 1,368 1,392

介護予防居宅療養管理指導 12 12 12 12 12
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⑥通所介護／介護予防通所介護

デイサービスセンターなどに通い、日常動作訓練、入浴、給食などを提供するサービ

スです。

(単位：人)

⑦通所リハビリテーション／介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や病院、診療所への通所により、心身の機能維持・回復のために必

要なリハビリテーションなどを行うサービスです。

(単位：人)

⑧短期入所生活介護／介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

通所介護 6,684 5,328 5,484 5,712 5,808

介護予防通所介護 3,504 1,764 0 0 0

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

通所リハビリテーション 3,468 3,540 3,648 3,804 3,876

介護予防通所リハビリテーション 1,536 1,536 1,536 1,524 1,524

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

短期入所生活介護 1,140 1,152 1,188 1,236 1,260

介護予防短期入所生活介護 24 24 24 24 24
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⑨短期入所療養介護／介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、医学的管理のもとで、看護、

介護、機能訓練、日常生活上の世話を行うサービスです。

(単位：人)

⑩特定施設入居者生活介護／介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホームの入所者である要介護者又は要支援者について、施

設の特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相

談・助言等の日常生活上の世話や機能訓練・療養上の世話を行うサービスです。

(単位：人)

⑪福祉用具貸与／介護予防福祉用具貸与

在宅での介護に必要な福祉用具（車いす、特殊ベッドなど）の貸与（レンタル）を行

うサービスです。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

短期入所療養介護 96 108 108 120 120

介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 0

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

特定施設入居者生活介護 36 36 36 36 36

介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 0

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

福祉用具貸与 7,632 7,728 7,944 8,280 8,436

介護予防福祉用具貸与 1,824 1,836 1,848 1,824 1,824
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⑫特定福祉用具販売／特定介護予防福祉用具販売

在宅での介護に必要な福祉用具（腰かけ便座、入浴用いすなど）の購入費を支給する

サービスです。

(単位：人)

⑬住宅改修／介護予防住宅改修

在宅での介護に必要な住宅改修費（手すりの取り付けや段差の解消など）を支給する

サービスです。

(単位：人)

⑭居宅介護支援・介護予防支援

居宅サービス等を適切に利用できるようサービスの種類、内容等を定めた計画（ケア

プラン）を作成するとともに、サービス事業者等と連絡調整その他の必要な支援を行う

サービスです。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

特定福祉用具販売 120 132 132 132 144

特定介護予防福祉用具販売 96 96 96 96 96

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

住宅改修 120 120 132 132 132

介護予防住宅改修 84 84 84 84 84

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

居宅介護支援 14,148 14,436 14,856 15,468 15,768

介護予防支援 6,900 4,860 3,492 3,456 3,456
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（２）地域密着型サービス

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随

時の対応を行うサービスです。

平成 28 年度よりサービスの提供を計画します。

(単位：人)

②夜間対応型訪問介護

夜間の定期的な巡回家庭訪問や利用者の通報に応じた随時の家庭訪問により、入浴、

排せつ、食事等の日常生活上の世話などを行うサービスです。

平成 28 年度よりサービスの提供を計画します。

(単位：人)

③認知症対応型通所介護／介護予防認知症対応型通所介護

認知症の状態にある要介護者が、グループホームや通所施設等に通い、入浴、排せつ、

食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスです。

平成 27 年度に 1 施設の整備を計画します。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 120 120 120 120

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

夜間対応型訪問介護 0 84 168 168 168

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

認知症対応型通所介護 144 144 144 156 156

介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 0
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④小規模多機能型居宅介護／介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模な住宅型の施設で、施設への通いを中心に、居宅への訪問、短期間の宿泊を組

み合わせ、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を行うサービスです。

平成 27 年度に 1 施設の整備を計画します。

(単位：人)

⑤認知症対応型共同生活介護／介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の状態にある要介護者に対し、少人数で共同生活を営む住居（グループホーム）

で、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練などを行うサービスで

す。

平成 28 年度に 1 ユニットの施設整備を計画します。

(単位：人)

⑥地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

定員 29 人以下の特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サ

ービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を行うサービスです。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

小規模多機能型居宅介護 552 564 576 588 600

介護予防小規模多機能型居宅介護 12 12 12 12 12

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

認知症対応型共同生活介護 2,256 2,364 2,364 2,364 2,364

介護予防

認知症対応型共同生活介護
12 12 12 12 12

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

地域密着型介護老人福祉施設

入居者生活介護
120 120 120 120 120
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⑦地域密着型通所介護（仮称）

定員 18 名以下の通所介護は平成 28 年度から地域密着型サービスに移行します。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

地域密着型通所介護 1,488 1,524 1,596 1,620
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（３）施設サービス

①介護老人福祉施設

常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者に、施設サービス計画に基づいて、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話を行うサービスです。

(単位：人)

②介護老人保健施設

症状安定期にある要介護者に施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に

おける介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービスで

す。

(単位：人)

③介護療養型医療施設

症状が安定しており長期療養が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、

看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の世

話などを行うサービスです。

(単位：人)

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

介護老人福祉施設 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

介護老人保健施設 3,108 3,108 3,108 3,108 3,108

第６期計画値 ５年後 10 年後

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

介護療養型医療施設 900 900 900 900 900
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第２節 給付費の見込みと第３節 保険料の算定

作 成 中
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第４節 介護保険の適正な運営

（１）介護保険給付費適正化事業の推進及び強化

①ケアプランチェックの実施

介護保険事業所等からサービス計画に関する一連の書類の提出を求め、記載方法、サ

ービス内容、計画作成までの過程を点検し、事業所に必要な指導を行います。

②介護給付費通知

介護サービスの利用者に対して、介護給付費を通知し、利用実績の内容を確認しても

らうことで、介護保険の利用についての意識を高めていきます。

③縦覧点検・医療情報との突合

国民健康保険団体連合会から提供される情報を活用し、請求情報の縦覧点検や介護と

医療情報との突合による請求実績の確認を行い、適正な請求がされているか点検を行い

ます。

（２）要介護認定調査及び認定審査の公平・公正な運営

①介護認定調査

介護保険法に基づき、要介護認定申請を出された方に対し、公正・中立な立場で介護

認定を行うため、職員による調査を基本とした要介護認定調査を実施します。

また、調査に従事する職員等に対して、研修の機会を確保し、調査の質の向上を図り

ます。

②介護認定審査会

申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定する

組織である介護認定審査会を構成する医療・保健・福祉関係の専門家について、適正な

人材の確保に努めるとともに、主治医意見書の実施・回収の進捗管理や公正な要介護認

定を担保するため、委員の研修参加の確保に努め、適正かつ円滑な介護認定審査会の運

営を図ります。
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（３）地域密着型サービス事業所への指導・監督及び介護保険サービス事業所への指導の強化

本市が事業者の指定権限を持つ地域密着型サービスが適正に実施されるように定期的

に指導・監査を行い、地域密着型各サービス事業所の質的向上をめざします。

また、県指定のサービス事業所については、苦情相談や事故報告の内容などにより、

県や徳島県国民健康保険団体連合会と連携を図り、指導を行います。
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第 10 章 計画の推進について

本計画の基本理念である「自分らしい生活が送れるまちづくり（地域包括ケアシステム

の構築）」を実現し、すべての高齢者が住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち、安心して

生活できる社会をつくるためには、この第６期計画を円滑に推進し、地域包括ケアシステ

ムの構築を進めていく必要があります。

そのために、広報及び計画の推進体制を整え、進捗状況を管理して評価を行い施策を推

進していきます。

第１節 計画の周知

本計画について、市広報紙、パンフレット、ホームページ等の各種媒体を利用して

広報するとともに、様々な機会を活用して地域の住民組織や関連団体等へも周知を行

っていきます。

第２節 連携体制の強化

（１）庁内連携体制

介護保険課、地域包括支援センター等の事業担当部署が、本計画に基づき事業を推進

するとともに、総合計画や地域福祉計画との整合性を図りながら総合的な庁内連携を図

ります。

（２）関連団体、住民組織との連携

社会福祉協議会、医師会、歯科医師会等の関連団体や自治会、民生委員児童委員、老

人クラブ連合会、ボランティアグループなどの住民組織との連携を強化して地域包括ケ

アを推進します。
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